
第６回小田原市・足柄下地区資源化検討会（10.2.15）

（１）町田市

町田市では、家庭から排出される生ごみの減量化および資源化を推進するために、排出者であ

る市民と協力して、業務用生ごみ処理機を使った取り組みを行っています。

町内会、自治会、団地アパートなど、10 世帯上で構成される団体に、市が業務用生ごみ処理

機を貸与し、その団体が業務用生ごみ処理機を利用して、家庭から排出される生ごみの堆肥化を

行い、できた堆肥を地域で使うよう努めています。

業務用生ごみ処理機を借りる団体は、設置場所（市が無償で借りられる場所）を確保し、市は、

業務用生ごみ処理機の設置費用、電気料、メンテナンス費用等を負担しています。

ごみ集積場所に設置された業務用生ごみ処理機

業務用生ごみ処理機の内部

ケースＢ・・・小さな地域での堆肥化（町田市、川崎市）

資料２
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（２）川崎市

川崎市では、平成 19 年 2 月に「かわさき生ごみリサイクルプラン」を策定し、そのプランに

おいては、小さな循環の拡大（家庭系生ごみを対象）の中で、「地域でのリサイクル活動・体制づ

くりへの支援」として「生ごみリサイクルに関する取り組みを行っている市民団体への支援」を

掲げています。

川崎市、市民、農家との協働による生ごみリサイクルモデル事業
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（１）レインボープランとは･･･

長井市では、「循環」「ともに」「土はいのちのみなもと」を理念の基として、健康な「食」

と「いのち」を未来につなげようとする取り組みが行われています。家庭の台所から出される

生ごみを土づくりの資源としてとらえることによって始まる「地域循環システム」を創り出し、

台所が健康な農地を支え、また、農業が市民の台所と食の安全を支えるという相互扶助の関係

を築いているのです。さらに、このシステムは未来につながる様々な地域づくりにも役立って

いるのです。それが 『 レインボープラン 』 です。

（２）レインボープランの基本骨格

○有機物の再資源化

長井市内約 9,700 世帯のうち中心市街地約 5,000 世帯から排出される家庭系生ごみ（有

機質資源）を分別収集し、その再資源化を図ります。生ごみは、副原料となる畜ふん、籾殻を

加えることにより発酵し、良質の堆肥として生まれ変わります。

○土づくりと安心・安全な農産物の生産

生ごみの再資源化によって生み出された良質の堆肥を農地に還元することで、化学肥料等に

頼らない自然生態系に即した豊かな土づくりを行うことができます。その結果、作物自体の免

疫機能を向上させることができ、減農薬の普及にもつながり「安心・安全な農産物」の生産を

推進します。

○農産物の域産域消、地元への還元

豊かな土作りに裏打ちされた地元産農産物を地元で流通させることにより、地元消費者の食

卓に安心・安全な農産物をとどけて健康な食生活を推進します。

○農業の担い手育成

レインボープランによって生み出される「安心・安全な農産物」をブランド化し生産者の所

得向上につながる農業構造を作り出し、新たにレインボープランの輪に加わる担い手の育成を

推進します。

ケースＣ・・・大きな地域での堆肥化（長井市）



第６回小田原市・足柄下地区資源化検討会（10.2.15）



第６回小田原市・足柄下地区資源化検討会（10.2.15）



第６回小田原市・足柄下地区資源化検討会（10.2.15）



第６回小田原市・足柄下地区資源化検討会（10.2.15）

長井市レインボープランの循環フローチャート
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砂川地区保健衛生組合を構成する砂川市、歌志内市、上砂川町、奈井江町、浦臼町の２市３町

では、民間の焼却処理業者に一般廃棄物の焼却を委託するにあたって、ごみ量・カロリー量を加

味する中で生ごみを混入するか否かによって、処理料金が大きく変わるため、可燃ごみから生ご

みを分別し、リサイクルすることになりました。

リサイクルにあたっては、堆肥化の検討も行われましたが、できた堆肥の受入先の確保が困難

であることや臭気等の課題があることなどから、バイオガス化が選択されました。

生ごみは、週２回、生ごみ専用の指定ごみ袋に入れ、ごみ集積場所に出します。供用開始当初

は、異物混入が見られたが、現在では、施設が停止するような異物の混入はなくなっています。

砂川地区保健衛生組合 クリーンプラザくるくる

ケースＤ・・・大きな地域でのバイオガス化（砂川地区保健衛生組合）
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国営昭和記念公園では、「人と自然の公園づくり」として、資源・廃棄物の有効利用、自然の保

全や復元等の取り組みなど、環境への負荷の軽減を図るとともに、地球環境保全を視野に入れた

地域の自然環境保全への広範な取り組みをかかげていることから、循環型の公園づくりを目指す

ことに加え、環境に負荷をかけない循環型の社会を学ぶ環境学習の場として活用することを目的

として、園内から発生する剪定枝のチップ化、堆肥化を行っています。できたチップや堆肥は、

マルチング材や土壌改良剤、堆肥として園内で活用されています。

国営昭和記念公園 緑のリサイクルセンター

ケースＥ・・・小さな地域でのチップ化、堆肥化（国営昭和記念公園）
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（１）町田市

町田市では、ごみの減量、最終処分場の延命、緑のリサイクルを図るとともに、町田市におけ

る有機農業の振興に寄与し、循環型社会形成の推進を図ることを目的として、市内から発生する

剪定枝を資源化し、土壌改良剤として有効利用しています。

市内から発生する剪定枝が対象ですが、うるしなどの毒のある樹木、竹や笹など発酵し難いも

の、落ち葉、樹木の根など土や砂が混入するもの、腐食した樹木などは対象となっていません。

剪定枝の収集は月２回で、直径１０㎝以内で長さが 60 ㎝以内の樹木を直径３０㎝以内に束ね、

ごみ集積場所へ排出します。

できた土壌改良剤は、販売（市民のみ）し、残った堆肥は施設運営を委託している業者が買い

取り、堆肥を製造しています。

発酵槽 熟成槽

ケースＦ・・・大きな地域でのチップ化、堆肥化（町田市、鎌倉市）
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町田市 剪定枝資源化センター 処理フロー
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（２）鎌倉市

鎌倉市では、平成８年に「ごみ半減都市宣言」を行い、平成７年度に約 70,000 トンあったご

みの焼却量を平成１７年度までに 35,000 トン以下にする「ごみ半減計画」を策定し、ごみの減

量化、資源化を推進することにしました。

このような経過の中で、鎌倉市では平成３年度から剪定枝の堆肥化の実験を行い、平成７年度

には公共事業から発生する剪定枝、平成８年度には植木造園業者から発生する事業系の剪定枝、

平成９年度には一般家庭から排出される剪定枝の堆肥化を行い、現在は、市内から発生する剪定

枝の全量を堆肥化しています。

なお、平成 17 年 10 月からは、リサイクルの手法を変更し、搬入された剪定枝を破袋、破砕

せず、そのままの状態で堆肥化業務を委託している事業者が所有する剪定枝資源化施設へ搬送し、

その施設で破砕した後、同者の堆肥化施設において堆肥化を行っています。

堆肥化業務を委託している事業者は、できた堆肥の一部を定期的に市内 8 箇所の配布場所へ運

搬、また無くなると補充しています。市民は配布場所に積み置きされている堆肥を各自で袋に入

れて（無料）、庭や家庭菜園などで利用しています。

家庭系剪定枝

（公共収集、直接搬入）

剪定枝受入事業所

事業系剪定枝

（直接搬入）

破砕施設

堆肥化施設 堆肥販売業者

市民に無料配布

堆肥不適物（ごみ袋など）

堆肥

市
内

市
外

剪定枝 市民への配布場所


